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阿賀野市若者・女性採用企業応援事業業務委託仕様書 

 

 

１ 業務名称 

  阿賀野市若者・女性採用企業応援事業業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 実施場所 

  阿賀野市内 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 趣旨・目的 

阿賀野市（以下「当市」という。）の社会動態は、特に 15～34 歳において転出超過傾向

が顕著に現れており、複数年にわたりこの状況は続いている。これは、市内に大学等の高

等教育機関がないことや事業所数の減少に伴う雇用の場の不足等の影響により、進学や就

職等の機会に多くの若者が市外に流出することなどが要因として挙げられる。 

また、少子高齢化による労働人口の減少や転職市場の活発化による早期離職傾向等が要

因で、いわゆる売り手市場（求職者有利の市場）で人材確保競争が激しさを増すなかで、新

卒採用における就職活動の早期化や働き方改革、女性の社会活躍推進、ワークライフバラ

ンスや働きがいを重視する等の労働者側の価値観の変化など、市内中小企業が対応すべき

課題は多岐にわたる状況である。 

これらの状況を踏まえ、市内中小企業等の採用力向上を支援し、各企業が求める人材の

確保及び若年層の市内就労促進による移住・定住者の増加・転出超過傾向の改善につなげ

ることを目的として、事業公募を行う。 

 

５ 業務内容 

 業務内容は以下の（１）～（３）とする。 

（１）セミナーの開催 

 ・市内中小企業等の採用力向上を支援するため、戦略的な採用活動の必要性や最新の

採用市場の動向等を知る機会となるセミナーを１回以上開催すること。 

 ・セミナーは「対面」、「オンライン」、「対面・オンライン併用」等の方式で実施

し、より事業効果の高まる方法を提案すること。 

（２）市内企業へのコンサルティング支援の実施 

 ・若者・女性をターゲットとした採用活動に取組む市内企業等に対して、採用戦略や

実行計画の策定に向けた専門家による伴走支援を実施すること。 

 ・支援企業は５社以上とし、支援企業の選定に当たっては、市と協議の上で決定する

こと。 
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 （３）活動報告 

   コンサルティング実施後は、都度、定例報告書を作成し、市に提出すること。ただ

し、簡易な相談などは、直近の定例報告書と併せて報告すること。 

 

６ 想定スケジュール 

（１）セミナーの開催・・・令和８年７月 

（２）伴走支援の実施・・・令和８年８月～令和９年２月 

（３）実績報告   ・・・令和９年３月 

 

７ 完了報告 

下記の内容を含めた実績報告書（紙媒体１部及び電子媒体）を提出すること。 

（１）開催日時及び開催場所 

（２）参加者数 

（３）講師、セミナー内容 

（４）伴走支援の経過 

（５）各企業の採用戦略又は実行計画 

（６）伴走支援先企業へのアンケート結果 

（７）その他必要と思われる資料として指示するもの 

 

８ 委託料の支払い 

完了報告の終了後に支払うものとする。 

 

９ 守秘義務履践の徹底 

（１）受注者は、本業務の履行にあたり知り得た一切の事項について、他に漏らしてはな

らない。また、当市が提供する資料等の第三者への提供や目的外使用をしないこと。 

（２）受注者は、当市から提供を受けた資料は、本業務終了後、速やかに返還すること。 

 

10 情報セキュリティ管理 

本業務の実施に際して、個人情報の保護に関する法律、阿賀野市情報セキュリティポリ

シーのほか、関係法令等を遵守すること。 

 

11 著作権に関する事項 

（１）本業務で作成した全ての成果物に係る著作権は原則当市に帰属する。なお、第三者

が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当市に帰属するものとする。 

※どれが著作権物に該当するかは両者で協議するものとする。 

（２）当市は、次年度以降、当該成果物の内容を受注者の承諾なく、当市の内部研修資料

として使用することができる。 

（３）成果物の制作に際して、他の著作物及び人物の許諾、記録素材の借用等が必要な場

合は、受注者がその手続きを行うものとし、当該許諾、借用等に発生する費用は当初
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の契約金額に含むものとする。 

 

12 再委託 

本業務の実施にあたり、再委託が必要となる場合は、事前に当市の承認を得ること。 

 

13 その他特記事項 

（１）本仕様書の記載内容及び定めのない事項について疑義が生じた場合は、都度協議の

上、業務を遂行するものとする。 

（２）本仕様書に記載されていない事項についても、事業効果を高めるために実施可能な

ことがあれば追加することは差し支えないものとし、その内容を提示すること。 

（３）プロポーザルにおける提案書の内容を本契約に含むこと。 


